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Ⅴ．全体計画 

 

５．１ 将来年間利用者数の想定 

  

実績値から将来年間利用者数を推計する。 

本公園の近年における入園者数は、概ね年間 280万人である。本計画により新たな施設

が付加され、公園としての魅力がさらにアップすることから再整備後の年間利用者数は増

加すると考えられ、１割増の年間 310 万人程度を目指すこととする。 
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５．２ 駐車場台数の設定 

 

駐車場台数は、過去の駐車場利用の実績値に基づいて、将来利用者数の推計値や東部丘

陵線利用による来園手段割合の変動を考慮した上で、必要容量を検討する。 

閉園前の過去３年間における普通車の駐車場利用台数の過去３年間の平均をみると、上

位第３位の駐車台数は約 3800 台となっている。本計画では、上位第３位の駐車台数を基準

となる利用日として設定し駐車場容量を検討する。 

 

●基準日における普通車利用台数 

本整備により前述（将来年間利用者）のように利用者は１割増加する。これにより基

準日の普通車台数も 1割増加するとし、3800×1.1＝4180 台となる。 

一方、閉園前の公共交通機関を利用しての来園者割合は１割であるが、整備された東

部丘陵線を利用しての来園は増加すると考えられる。その来園者割合は、愛知県におけ

る郊外鉄道沿線レジャー施設のマストラ利用率を用いて 28％と設定する。 

これにより、基準日における普通車利用台数は、（4,180 台÷0.9）×0.72＝3344 台と

なる。 

 

●駐車場必要容量 

回転率を 1／1.8（平均滞在時間を平成 13 年度国土交通省公園利用実態調査による国

営公園の休日平均在園時間データより約 3.1 時間とする。本公園は広域公園であるが規

模・利用人員等、国営公園級であり国営公園在園時間データにて計上）とすると、駐車

場の必要容量は以下の通りとなる。 

 

・必要普通車駐車台数 3,344 台÷1.8≒1,860 台 

・身障者用スペースについても、必要台数を確保する。 

・基準日を越える利用がある場合には、公園利用者の動線には直接影響がない管理用園

路を臨時駐車場（約 2ｋｍ、縦列駐車で約 260 台駐車可能）として活用するなど、運営

面で柔軟な対応を検討する。 

・大型車についてもマストラ利用率を考慮し換算すると、最大日利用台数は《（84 台〈実

績値〉×1.1）÷0.9》×0.72＝74 台となる。大型車での来園は団体行事等が多く、在

園時間が普通乗用車よりも長くなり、回転率も普通車より小さくなる。また、大型車利

用がされない際は、普通車の駐車スペースとしても活用できるため、普通車で計算した

ような回転率は考慮せず、現況台数程度（72 台）を基本とした設定とする。 

・その他、自動二輪については、過去の利用実績から現況の駐車台数（45台）を基本と

した台数を確保する。 
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５．３ 動線計画 

 

公園の動線計画は、公園施設間の相互連絡をスムーズに行うと共に、施設間内の連絡路

を効果的に配置するものであり、エントランスや主要施設の位置、博覧会の園路形態の活

用を考慮し以下のように設定する。なお、本公園のエントランスは、計画の基本的事項で

示したように、愛・地球博記念公園駅（リニモ）や県道力石名古屋線からのアクセスとな

る「北口」と、県道田籾名古屋線からのアクセスとなる「西口」の２箇所である。その他

に公園西駅（リニモ）からの来園者の利便性に配慮した「北西口」（歩行者用）をこどもの

ひろば北側に設置する。 

①動線の構成 

●人の動線 

・人の動線は、北エントランスと西エントランスの 2ヶ所が結節点となり、それぞれの
場所から放射状に各エリア、主要施設へ連絡する動線を主動線として設定する。この

動線は誰もが歩きやすいユニバーサル園路となるよう配置する。なお、幅員構成につ

いては地形条件等も加味し配置する。また、北西口からは、主動線に連絡する動線を

設定する。各エリア内は、細動線によりネットワーク化を図る。 
●車の動線 

ア）管理用動線 
・主動線ともりのゾーン外周部を結ぶ動線を管理用動線として設定する。災害時の動線

としても機能する。 
イ）外部からの動線 
・外部からの動線は、北エントランスに配置する北駐車場、西エントランスに配置する

西駐車場へ、公園外部から公園内への進入する動線である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■動線の構成イメージ 
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②園路計画 

●幹線園路 

・動線の構成で示した主動線の内、管理用動線を兼ねるものを幹線園路として設定する。

幹線園路は、北エントランス、西エントランスを起点として公園の中心部を環状型で位

置するＡタイプとその他の路線であるＢタイプに区分する。Ａタイプは、防災時の主と

なる動線として機能する。 

・基本幅員は、Ａタイプについては、景観面のシンボル性を考慮し並木道となるよう 12

ｍと設定し、Ｂタイプは 8ｍと設定する。 

●支線園路 

・幹線園路を補完するルートであり、基本幅員は 2～6ｍとする。 

・前項で示した主動線の内、「もりのゾーン」の樹林地内園路も支線園路として扱う。ま

た、健康スポーツひろば南地区は、敷地形態上２つの広場に分断されるが、博覧会施

設であったグローバルループの一部を活用し、ユニバーサル動線で連絡する。  

●サイクリングロード 

・自転車専用の動線である。もりのゾーンについては既存のルートを踏襲し、ひろばの

ゾーンについては、施設配置計画と整合を図りながら新規整備する。 

●進入路   

・両エントランスから駐車場までの動線であり、車道規格として整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■園路計画 
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５．４ ユニバーサルデザイン 

 
誰もが安心して利用できる「人にやさしい公園」となるようユニバーサルデザインを推

進する。 施設整備の指標としては「愛知県 人にやさしい街づくり条例」による基準を基
本とする。   
●アクセス 

・公園の主要施設や見所は、誰もが到達できるよう歩きやすい主動線としてネットワー

クさせる。主動線の園路勾配は 4％を目標とするが、地形上やむを得ない場合は 8％以

下とする。 

・急勾配が想定されるルートや階段が存在するルートは、必要に応じエレベーター等の

設置を行う。また、情報の提供や迂回動線の案内を行い、利用者が自ら判断できる施設

整備を行う。 

●プログラム 

・高齢者や障害者等が安心して参加できるレクリエーションプログラムの導入を検討す

る。 
●サイン 

・動線の結節点となる場所には公園全体の案内板やルート表示などのサインを配置する。

サインは、博覧会で使用されたサインシステムのように、目的とする情報を明快に伝え

るデザイン（読みやすい、直感性等）や、環境・人にやさしいデザイン（素材、色彩、

形、親しみやすさへの配慮等）とする。 

●施設整備 

・誰もが利用しやすく、安全性に配慮した施設整備を行う。 
・主要施設やトイレには乳幼児や障害者への対応を図った施設整備を行う。 
・植栽や水景整備により、香りや木々のざわめき、水の流れの音などが楽しめる工夫を

行う。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ユニバーサル動線図 
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５．５ 自然環境保全計画 

 
公園が位置する名古屋東部の尾張丘陵は、下図に示す愛知県の骨格を形成する緑地の一

端に位置しているとともに、伊勢湾をとりまく地域の湿地を中心として成立する周伊勢湾

要素種とよばれる全国的にみても希少な植物種が分布している。また、名古屋を中心とす

る都市域を緑で包む都市縁辺部の緑にあたり、都市環境を支える重要な緑地となっており、

近接する香流川は、長久手町の緑のネットワークの骨格軸として位置づけられている。 
公園整備にあたっては、周辺地域の自然環境との連続性に配慮しながら、園内自然環

境の保全を基盤として捉え、計画を進める。 ■緑の将来像図 
具体的には、既存樹林地の維持管理や水環境の

保全により豊かな自然環境の育成を図っていく。

また、施設の配置や園地空間に対しての造園的

修景は、博覧会施設跡地の平場を活用していく。

なお、動植物の保全に際しては、博覧会整備前

における現地調査結果を踏まえ対応する。 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     出典）愛知県広域緑地計画 平成 11年 愛知県 

●植物 

・本公園の土壌の母材は、矢田川累層の砂礫層及び第三期層が中心であることから、植

物への影響として保肥、保水、通気、透水性に劣り、貧栄養で根系の発達しにくいこ

とが上げられる。そうした土壌に適応し、公園内に生育しているモンゴリナラ・コナ

ラ林やツツジ類などの既存樹林は、本公園の自然環境を特色づける植物であり、土壌

条件を極力改変せず、それらが生育できる環境条件の維持を図る。 
・博覧会博覧会施設跡地での緑地回復を図る。（こいの池南側の植樹など） 
・現況種における注目すべき植物群落は、貧栄養湿地群落※、モンゴリナラ群落が上げ

られる。貧栄養湿地群落は、もりのゾーンにおけるため池周辺、モンゴリナラ群落は、

公園の樹林地全域で確認されている。植物種から見た保全重要性の高いエリアは調査

結果によると、かえで池・めだか池（日本庭園）南側と公園南部における二次林であ

り、維持管理において十分配慮する。 

香流川 

※ サギソウ、シラタマホシクサ、ミミカキグサ、シマジタムラソウ、タチモ等 
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●動物 

・博覧会整備前の現地調査結果によると、確認された注目すべき動物種は、鳥類として

オオタカ、ハチクマ、カワセミ、アオゲラ等の１４種、魚類として、カワバタモロコ、

ホトケドジョウ、昆虫類として、ギフチョウ、ベニイトトンボ、ハッチョウトンボ等

８種が確認された。これらの動物種の多くはササ池、カキツバタ池、日本庭園東側の

池やかめの池等のため池および樹林地周辺で確認されており、ため池を中心に生物の

生息環境の保全に配慮した公園整備、活用とする。 

 

●水系 

・園内の自然環境の要となる「水系」とその水を蓄える「ため池」の水辺環境を保全す

る。また、富栄養化の防止として水質の負荷を考慮し、集水域へ施肥を過度に行わな

いことなど注意する。 

・舗装の整備にあたっては地下水の涵養や洪水調整に配慮し、雨水浸透型の施設整備を

推進する。また、水辺の護岸は多自然型にするなど多様な自然環境の育成に配慮した

整備とする。 

・園内のため池は、地域における農業用ため池としての機能も有しており、公園利用に

際し留意していく必要がある。 

 

●工事中の配慮 

・工事中の環境への配慮としては、既存樹林内への不用意な立ち入りを禁止することや、

工事で発生する濁水について処理を行った上で放流を行うものとする。また、環境負

荷低減の配慮やリサイクルの推進を図る。 

■注目すべき植物種（モンゴリナラ）確認位置 

（出典：２００５年日本国際博覧会に係る環境影響評価書） 

■注目すべき植物種からみた保全重要性の   

  高いエリア 
（出典：２００５年日本国際博覧会に係る環境影響評価書） 

 

モンゴリナラ確認位置 保全重要性の高いエリア 
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５．６ 景観計画 

 
・緩やかな傾斜をもった丘陵地形であり、谷筋、尾根筋、ため池など、変化のある景観

を楽しめる景観計画とする。特に、ため池は本公園に多数散在しており、水景を取り込

んだ潤いのある景観とする。 
・もりのゾーンや大花壇など博覧会前整備区域は、博覧会時の景観を引き継いでいく。

また、新たに整備する施設周辺は、背後の樹林地との調和を考慮する。 
・個々の地点における、見通し、眺望などの景観演出要素を考慮しながら特色ある整備

を行う。 
■個別方針 

①エントランスからの景観 

・エントランスからの景観は、周辺の樹林地やため池との調和を考慮しながら、公園の

玄関にふさわしい華やかな景観とする。 
②芝生の広がり景観 

・公園の中心的な位置にある大芝生広場は、博覧会における愛・地球広場を活用しつつ、

来園者が広々とした開放的な芝生の広がりを感じられる景観とする。 
③ため池沿い、沢筋の水と緑の景観 

・ため池沿いは、沢筋に展開するため池や背後の樹林地からなる水と緑により構成し、

谷地形の見通しを活かした落ち着きのある景観とする。 
④施設の景観 

・配置する各施設の整備にあたっては、周辺の樹林地や地形、ため池などとの調和がとれ 
た景観構成とする。 
・標高が高く、周辺への眺望が良好 
な場所は眺望ポイントとして活用  
する。 
⑤もりのゾーン周辺樹林の景観 

・博覧会で整備済である「もりのゾ  
ーン」等の園地内の既存樹林地は、 
林床などの整備により、美しい樹   
林景観とする。 

⑥外周部樹林地の景観 

・公園外周部及び南部の樹林地は、  
公園外周を包む緑量感のある樹林  
景観とする。 

・北側外周部の県道沿い法面は、来 
園者を公園へ誘導する華やかさを  
演出した樹林景観とする。 

■個別方針の該当位置 
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５．７ 植栽計画 

    

・ひろばのゾーンでは、博覧会施設撤去後の景観上のポイントとなる園路、広場、ため

池沿い、主要施設周辺において、それぞれの場所の機能（修景、緑陰の確保、鑑賞等）

を考慮した植栽を行う。博覧会の理念と成果を継承する核となる場であるイデアのひろ

ばでは、公園全体の緑地ネットワーク形成を考慮した森林の再生を行う。 
・もりのゾーンや公園外周部の既存樹林は、緑豊かな景観を保持するため、適切な維持

管理を行う。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■植栽計画図 

●みんなのひろば 

[大芝生広場・お花畑] 

・芝生の広がりとシンボルツリーが印

象的な緑陰植栽 

・大規模なお花畑の整備 

[花の広場] 

・大花木園による修景植栽 

・四季折々の季節を感じられる植栽 

・県民参加による花づくり空間 

●もりのゾーン・外周樹林地 
・植物の成長を考慮し適宜維持管理を行い、

明るい林床空間、見通しのきく樹林地と

して維持 

・広場境界の法面付近では、既存樹林との

連続性一体性を原則とした自然回復緑化 

・美しい日本庭園の維持管理 

●エントランス周辺 
・ロータリー等、公園の入口に当たる

部分は玄関口にふさわしい華やかな

景観を創出する必要があり、樹形に

特色のある高木や、色鮮やかな低

木・地被等を中心に明快な植栽 

・駐車場部は、視認性を確保したシン

プルな植栽とし、耐乾性等の管理面

を考慮 

●こどものひろば 

・明るく開放感のある

修景植栽 

・お花畑や緑陰植栽 

●イデアのひろば 

・地域種（コナラ、モンゴリナラ等）により、当

エリアで東側と西側で分断されている緑地をつ

なぎ、公園内緑地ネットワークの形成を図る 

・屋上緑化や壁面緑化など、環境負荷軽減に配慮

した植栽 

●健康スポーツひろば（北、南） 

・スポーツ活動の快適性、安全性に配慮 

・防風、緑陰植栽 

●幹線園路 

・誘導、強調、緑陰を考慮した美しい

並木植栽 

●こいの池南 

・博覧会施設跡地での緑地回復 
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Ⅵ. 災害時における活用 

 

６．１ 災害時における活用 

 
中核広域防災活動拠点である本公園は、災害時において救援部隊（自衛隊等）の活動拠

点として活用されるため、そのための機能が必要となる。そこで、本公園の広場や建物な

どの施設は、平常時の一般利用に加え、災害時に必要な防災機能を発揮できるものとして

整備を行う。 
 

①平常時の利用と災害時における活用形態 

 災害時における公園の活用について、中核防災活動拠点として必要となる機能を踏まえ、

以下のように設定した。 

 
■平常時の利用と災害時における活用 

 

 

平常時 

 

災害時 

 

機能 

 

【広域公園】 

・広域レクリエーション需要を充足する

公園 

 

 

◆広域型レクリエーション 

（防災の観点からは、防災体験・教育の

場として活用） 

【中核広域防災活動拠点】 

・全県に及ぶ災害、大都市の災害に対し、全県で

中心となる活動拠点 

(受援及び応援のための集結・集積活動拠点) 

 

◆救援活動拠点 

・救援部隊の防災活動支援機能 

・救援物資の備蓄及び集配機能 

・地球市民交流センター 

（公園管理運営・市民交流の拠点） 

・救援部隊の指揮所 

（救援活動の指揮、関係機関との連絡調整） 

・指揮所勤務要員の宿泊所 

・救援物資の集積・仕分け・配付場等の救援活動

スペース 

・多目的広場、多目的球技場 

・キャンプ場 

（防災体験・教育の場としても活用）

・救援部隊（自衛隊等）の宿泊地・ベースキャン

プ地 

・温水プール・アイススケート場 

・児童総合センター 

・大芝生広場 

・救援物資の集積・仕分け・配付場等の救援活動

スペース 

（輸送ルート・雨水対策に配慮した広場、指揮

所周辺の建築施設を活用） 

・野球場 ・臨時ヘリポート・駐機スポット 

（中型ヘリコプターに対応できる広く平坦な

空間を活用） 

・駐車場 ・救援物資の集積・仕分け・配付場等の救援活動

スペース、通信所 

・輸送車、緊急車両への駐車スペース 

・幹線園路 ・輸送車、緊急車両の通行幅員を確保した輸送園

路 

 

施設 

・備蓄庫 

（災害時の備蓄物資補完倉庫として

配置） 

・備蓄庫 
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救援部隊の指揮所 

指揮所勤務要員の宿泊所 

救援物資の集配場 

ヘリポート 

救援部隊の宿泊地

駐車スペース 

通信所 

救援物資の仮置場 

救援物資の集配場等 

備蓄庫 

救援部隊の宿泊地

救援物資の集配場等 

地球市民交流センター 

輸送動線 

■平常時・災害時における利用イメージ図 

  

●平常時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野球場 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

多目的広場 

温水プール 
アイススケート場 

児童総合センター 

多目的球技場

キャンプ場 

大芝生広場 

●平常時における防災面での活用 
・防災体験・教育の場として活用する。 
・防災機関、ＮＰＯ等と連携を図る 
 
【展開メニュー例】 
・地震震度体験（ナマズ号乗車） 
・地震の起きる理由や被災状況の学習プ
ログラムや救援活動・避難生活の知恵
等の紹介・体験イベント 
・地球市民交流センター等に防災関連情
報コーナーを設置 
・キャンプ場を活用して災害時に役立つ
炊き出し体験 等 
【場所】 
・各種広場、キャンプ場、地球市民交流
センター 等 

●災害時 
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②必要施設の内容・規模 

 

1）救援活動拠点 

・救援部隊の指揮所、支援活動及び宿泊、並びに物資の備蓄と集配場となる災害時の救援

活動拠点を、北エントランスに設ける公園管理運営施設内（地球市民交流センター）及

びその周辺に配置する。 
・また、大空間である多目的広場、多目的球技場、大芝生広場、キャンプ場、野球場を救

援活動スペースとして活用する。 
               

・必要となる規模及び対応施設については以下のとおりとする。 

 

■救援活動拠点として必要となる施設規模と対応施設 

  ※愛知県防災局と調整による 

 

 

 

2）救援部隊の防災活動支援機能 

●部隊の活動スペース 

・部隊の指揮所、宿泊所として使用できる建物として、 

地球市民交流センターを活用する。 

・部隊のキャンプ場所、駐車場、通信所スペースとし 

て、駐車場及び多目的広場などの大空間を確保する。 

 
                         ・救援部隊の支援活動拠点の確保 

 

機能 項目 
必要となる

規模 
対応施設 

指揮所（建物） 約 2000ｍ2 地球市民交流センターを利用 

勤務員の宿泊所（建物） 

・指揮所と隣接で別棟が望まし

い 

約 2000ｍ2  地球市民交流センターを利用 

駐車場（スペース） 約 3000ｍ2 駐車場 

救援部隊の拠点 

通信所（スペース） 約 2500ｍ2  駐車場 

備蓄物資補完倉庫（建物） 約 2000ｍ2  備蓄庫 

県備蓄物資集中

備蓄 
備蓄物資配積（スペース） 

・集配トラック駐車場、積み込

みヤード、現地指揮所など 

約 2000ｍ2  地球市民交流センターを利用 
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●緊急車両動線の設定 

・部隊の円滑な使用及び物資運搬のための緊急車両

動線を設定する。このため、公園入口から防災活

動支援スペースとなる広場等ヘ連絡し、大型車が

通行可能な幅員 6.0ｍを満足する幹線園路を、動線
として設定する。 
                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

■災害時の動線図 

（ヘリポート） 

・出入口や園路について大型車両の通
行幅員が確保された園内輸送ルート 
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●臨時へリポート 

・臨時ヘリポートを、ヘリコプターの離着陸機能を

考慮し、障害物のかからないコースに対応できる

野球場などを対象に設定する。この際、中型ヘリ

コプターの離着陸が可能なスペースを確保する。 
 

 

 

■ヘリポートの規模     出典）愛知県地域防災計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）救援物資の備蓄及び集配機能 

●備蓄庫 

・備蓄庫を地球市民交流センターの近隣に確保する。 
●物資集配スペース 

・集配トラックの駐車場、積み込みヤード、現地事 
務所のスペース及び施設を確保する。 

 
 
③災害時における公園の対応 

災害時において本公園は、中核広域防災活動拠点として警察、自衛隊、消防、周辺市町

村担当、その他の関係機関等、様々な人々や組織、団体等に利用される。災害時に公園が

有効に活用できるよう公園に関する様々な情報を把握・管理し、関係者との調整を円滑に

進める必要がある。 
そのためには、愛知県地域防災計画に基づいた上で、本公園において災害時の救援支援

活動をどのように行っていくかを示す計画を策定する必要がある。計画では、災害発生時、

救援・復旧時の管理体制・対応策・留意事項などを定めるものとする。 

・グランドをヘリポートとして活用

・積み込みヤードを確保
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【資料】 

 

１．「21 世紀にふさわしい公園づくり委員会」委員名簿・協議経過 

 

 

■「21 世紀にふさわしい公園づくり委員会」委員名簿   （委員は五十音順） 

 

 

 氏 名（敬称略） 役 職 等 

委員長 
 
涌井
わくい

 雅之
まさゆき

 
 

桐蔭横浜大学教授 

阿蘇
あ そ

 裕
ゆう

矢
や

 静岡文化芸術大学教授 

伊藤
いとう

 祥子
しょうこ

 長久手町助役 

小川
おがわ

 巧記
たくのり

 
（財）2005年日本国際博覧会協会市民参加 

ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 

小河原
お が わ ら

 孝生
たかお

 (社)日本環境教育ﾌｫｰﾗﾑ理事 

芹沢
せりざわ

 俊 介
しゅんすけ

 愛知教育大学教育学部教授 

千頭
ちかみ

 聡
さとし

 
ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会代表理事 
日本福祉大学情報社会科学部教授 

津田
つ だ

 欣也
きんや

 （17年度委員） （財）愛知県体育協会事務局長        

長谷
ながたに

 高史
たかし

 愛知県立芸術大学教授 

萩原
はぎわら

 喜之
よしゆき

 
NPO 中部リサイクル運動市民の会代
表 

半田
はんだ

 真理子
ま り こ

 (財)都市緑化技術開発機構研究所長 

松本
まつもと

 守
まもる

 (社)日本公園緑地協会  研究顧問  

三井
みつい

 政
まさ

昭
あき

 （16年度委員） （財）愛知県体育協会事務局長 

委 員 

山本
やまもと

 理絵
り え

 愛知県立大学文学部助教授 
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■「21 世紀にふさわしい公園づくり委員会」協議経過 

 
 
第１回 平成１６年１１月 ２日（火）  名古屋逓信会館 

・委員会の運営   

・青少年公園の計画の前提及び整備・活用方針（案） 

 

第２回 平成１７年 ２月２２日（火）  名古屋逓信会館 

・公園計画策定スケジュール 

・青少年公園の整備・活用方針（案）及びゾーニングへの展開 

 

第３回 平成１７年 ９月１３日（火）  名古屋逓信会館 

・パブリックコメントの結果概要 

・ゾーニングと整備内容及び全体計画 

 

第４回 平成１７年１１月１８日（金）  ウィルあいち 

・小委員会の結果 

・新たな検討機関の設置 

・整備・活用の方針 

・県民と行政のパートナーシップによる公園整備と管理運営及び整備内容 

 

第５回 平成１８年 １月１２日（金）  名古屋逓信会館 

・暫定基本計画 

・「愛・地球博 理念継承エリア検討委員会」検討状況 

・新公園名称 

 
第６回 平成１９年 ２月２１日（水）  ウィルあいち（予定） 

・基本計画とりまとめ 
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 ２.「愛・地球博 理念継承エリア検討委員会」委員名簿・協議経過 

 

 

■「愛・地球博 理念継承エリア検討委員会」委員名簿    （委員は五十音順） 

 

 氏 名（敬称略） 役 職 等 

委員長 平野
ひらの

 眞一
しんいち

 国立大学法人名古屋大学総長 

神尾
かみお

 隆
たかし

 

 
社団法人中部経済連合会副会長 
 

小出
こいで

 宣昭
のぶあき

 

 
中日新聞社常務取締役 編集担当 
 

高橋
たかはし

 治朗
じろう

 名古屋商工会議所副会頭 

高橋
たかはし

 則
のり

行
ゆき

（H18.5.26まで）
愛知県議会議員 
国際博覧会継承調査特別委員会委員長 

西村
にしむら

 眞
まこと

 （H18.4.1 から） 愛知県副知事 

萩原
はぎわら

 喜
よし

之
ゆき

 ＮＰＯ中部リサイクル運動市民の会代表 

福
ふく

井
い

 昌 平
しょうへい

 
株式会社ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞ研究所 
代表取締役社長 

藤川
ふじかわ

 政人
まさひと

 （H18.5.27から） 
愛知県議会議員 
建設委員会委員長 

マリ・クリスティーヌ 
地域・都市・まちづくり研究所代表 
国連人間居住計画（ハビタット）親善大使 

森
もり

 德夫
の り お

  （H18.3.31まで） 愛知県副知事 

委員 

涌井
わくい

 雅之
まさゆき

 桐蔭横浜大学教授 
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■「愛・地球博 理念継承エリア検討委員会」協議経過 

 
 
（基本構想） 

 
 第１回 平成17年11月29日 
    （１）検討委員会の運営 
    （２）検討の前提 
      ・公園計画策定の経緯 
      ・博覧会後の公園計画 
      ・イデアのひろばの性格、展開の方向、博覧会の理念と成果の継承 
                  
 第２回 平成17年12月21日 
    （１）展開内容の検討 
      ・第１回委員会意見の整理 
      ・イデアのひろばゾーニング 
      ・テーマゾーンの展開 
 
 第３回 平成18年2月10日 
    （１）愛・地球博の理念と成果の継承（博覧会協会） 
    （２）愛・地球博記念公園の名称決定と暫定基本計画 
    （３）「イデアのひろば」の拡大(温水プール・アイススケート場) 
    （４）テーマゾーン展開内容の検討 
      ・第１，２回委員会までの意見整理 
      ・テーマゾーンの展開 
 
 第４回 平成18年5月31日 
    （１）「イデアのひろば」基本構想のまとめ 
  
 
（基本計画） 

 
 第５回 平成18年9月13日 
    （１）「イデアのひろば」基本計画 
  
第６回 平成18年11月22日 

    （１）「イデアのひろば」基本計画のまとめ 
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３.「21 世紀にふさわしい公園を考える懇話会」委員名簿 

 

 ■「21世紀にふさわしい公園を考える懇話会」委員名簿  （委員は五十音順）   

（平成 16年 5月 12 日開催） 

 

 

 氏 名（敬称略） 役 職 等 

座長 松井
ま つ い

 寛
ひろし

 名古屋工業大学名誉教授、名城大学教授 

副座長 涌井
わ く い

 雅之
まさゆき

 
桐蔭横浜大学教授、(財)2005年日本国際博覧会協会

会場演出総合プロデューサー 

阿蘇
あ そ

 裕
ゆう

矢
や

 静岡文化芸術大学教授 

今井
い ま い

 啓之
ひろゆき

 レクリエーション・コーディネーター 

小川
お が わ

 巧記
たくのり

 
(財)2005 年日本国際博覧会協会 市民参加プロデ

ューサー 

加賀
か が

 昭一
しょういち

 県小中学校長会副会長 

小出
こ い で

 宣
のぶ

昭
あき

 中日新聞取締役編集局長 

土屋
つ ち や

 千尋
ち ず る

 愛知県立大学教授 

土居
ど い

 友二
ゆ う じ

 （社）中部経済連合会総務部長兼万博推進担当部長

中野
な か の

 良子
りょうこ

 女優、ＷＩＬＬ国際文化交流センター代表 

萩原
はぎわら

 喜之
よしゆき

 NPO中部リサイクル運動市民の会 代表理事 

林
はやし

 進
すすむ

 岐阜大学名誉教授 

松尾
ま つ お

 宗
むね

典
のり

 茶道松尾流家元 

三井
み つ い

 政
まさ

昭
ひろ

 (財)愛知県体育協会事務局長 

夢
む

道
どう

 由里子
ゆ り こ

 造形作家 

委員 

安井
や す い

 里
り

枝
え

 スポーツ少年団指導者 
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４．開園の順番 

 
本公園における開園のエリア別順番は下図のとおりである。 

 
 
 
 
 
 

 

（供用済） 
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